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第１章 ヨルダン国別評価調査の実施方針

1.1 背景・目的

わが国のODAは近年総額で世界のトップクラスの規模を維持しているが、国内的にも国際的に

もより質の高い、効果的・効率的な援助の実施が求められている。このような要請に基づき、外務

省は、政策的な観点からの評価（政策レベル評価）を実施しており、本評価調査「対ヨルダン国別

評価」は、政策レベルのODA評価の一環として実施されたものである。

ヨルダンは中東諸国の中で、わが国との関係が最も緊密な国の一つであり、わが国ODAの主要な

供与国である。中東和平プロセスへの貢献をはじめ、わが国は中東地域の安定に寄与するとの外交

的観点からヨルダンに対する経済協力を行ってきた。2003年、イラクでは戦争により政権が崩壊し、

中東地域は歴史的な局面を迎えたことを受け、わが国としても中東外交政策のあり方をレビューす

る必要性に直面している。そうした中、イラク復興支援の観点からも、わが国にとってイラクの隣

国であるヨルダンとの関係は引き続き重要となっている 。

本評価調査は、外務省の経済協力局のODA評価ガイドラインに従い、ヨルダンに対するわが国の

援助政策（対ヨルダン国別援助方針）を「目的」、「プロセス」、「結果」の３つの視点からレビュー

した上で、今後の対ヨルダン国援助はどうあるべきかを幅広く分析し、わが国のヨルダンに対する

援助政策の見直し及び今後のより効果的・効率的な援助の実施の参考とするための提言を示すこと、

また、評価結果を公表することで説明責任を果たすことを目的としている。

1.2 評価対象

1) 本評価の対象となる政策

本評価では、わが国の対ヨルダン援助政策のうち最も代表的な政策である「対ヨルダン国別

援助方針」（1996年策定）を主な評価対象とした。本評価調査の実施に際しては、この評価対象

を明確化するため、対ヨルダン国別援助方針を目標と手段の関係から整理した体系図（図1.3.1）

を作成した。

なお、国別評価の対象は基本的に二国間レベルの援助であるが、ヨルダン国民の約30％がパ

レスチナ難民であることから、国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）を通じたヨルダ

ン在住パレスチナ難民に対する支援も参考として扱うこととした。

2004年、日本・ヨルダン関係は国交樹立50周年を迎える。
1948年、イスラエル建国に伴い第一次中東戦争が勃発し、約75万人のパレスチナ人が難民としてヨルダン川西
岸・ガザ地区、レバノン、シリア及びヨルダンに流出。1949年、UNRWAは、これら難民の救済を目的として
国連総会決議により設立された。わが国は1953年から毎年UNRWAに対して拠出金を供与しており、米国、EU、
北欧諸国とともに主要ドナーとなっている。2003年３月31日時点でUNRWAに登録されている難民数は
4,055,758人。



図1.3.1 対ヨルダン国別援助方針の体系図

ヨルダンの

援助対象国としての位置付け
重点分野 重点課題 重点的に取り上げる項目

生活用水の確保
（水の効率的活用に留意した）

水供給
潅漑用水の確保

農業機械、肥料等の供給(ヨルダンの安定的食糧供給

を確保するための)

食糧 潅漑事業、品種改良
基
礎
生
活
の
向
上

(都市と地方の公共医療施設

の整備状況に大きな格差が生

じていることに対応した)

基礎的保健・医療

地方医療施設の質的改善

初等教育
(教育改革の支援を目的とした)

教育
職業訓練

・中東和平プロセスにおいて積極

的な取組みをおこなっており、

ヨルダンの政治的安定が中東地

域の平和にとって重要

・民主化及び経済改革に関し積極

的に努力している

・我が国と良好な二国間関係を有

する

（自立的経済発展に資する）

輸出

輸出志向型産業の育成に向

けた包括的支援（人的協力

及び資金協力含む)
産
業
振
興

観光産業の基礎整備
(貴重な外貨獲得資源である)

観光及び中継貿易の

ためのインフラ整備
中継貿易拠点としての基礎

的インフラ整備

水質汚染

(急激な都市化及び人口増加に対応した)

環境保全
大気汚染

廃棄物処理

留意点１

対ヨルダン支援は中東和平プロセスと不可分

の関係にあることから、経済協力の実施に当

たっては、政治経済等様々な面から幅広い政

策対話を行うことが重要である。

（課題：中東和平支援）

留意点２

債務問題の動向に留意する必要

がある。

（課題：債務救済支援）

留意点３

女性支援（WID）等の分野におい

ては、草の根レベルの活動の活

用と支援が特に重要である。

（課題：女性支援）

注）1996年に策定された対ヨルダン国別援助方針より作成



2) 本評価の対象となる期間

本評価の対象期間は、可能な限り最近の動向をカバーすることを試み、基本的に対ヨルダン

国別援助方針が策定された1996年から2003年９月までとした。ただし、援助方針の策定準備は、

1996年以前から調査団の派遣等を通じて検討されていたことから、援助方針の「目的」の検証

においては、1996年以前についても対象としている。なお、本評価調査で取り上げる案件は、

評価対象期間中にインプット或いはアウトプットが発生した案件を対象とした。

1.3 評価方法

1) 評価の枠組み

上述した評価の視点毎に評価項目、評価内容、評価指標、評価に必要な情報、情報の収集先

等を示す一覧表である表1.3.1「評価の枠組み」を作成した。評価の枠組みを図1.3.2に示す。

この枠組みに基づき、以下のとお通り、「目的」、「プロセス」、「結果」の３つの視点から検証

を行なった。

⑴ 目 的

わが国の対ヨルダン国別援助方針が、その上位政策である旧ODA大綱及びODA中期政

策、わが国の中東和平政策、ヨルダンの開発ニーズと整合しているか、新ODA大綱の目的・

基本方針・重点課題に適応しているか、について検証し、国別援助方針の妥当性を評価した。

その際には、主要ドナーの対ヨルダン援助政策を参考とした。

検証のための情報源としては、旧ODA大綱、ODA中期政策、新ODA大綱、96年以降に

策定されたヨルダンの各種国家開発計画、他ドナー等の対ヨルダン援助政策等の文献のほか、

関係機関に対するヒアリング調査の結果を活用した。さらにヨルダンの国会議員及び経済諮

問委員会元メンバーに対するアンケート調査を実施し、その結果も活用した。

⑵ プロセス

対ヨルダン国別援助方針の「策定及び実施プロセスの適切性」と「実施過程の効率性」を

評価した。「策定及び実施プロセスの適切性」については、国別援助方針が適切な体制の下で

策定され、政策として適切に実施され、その見直しを含む検証が行われてきたか、について

検証した。こうした検証のための情報源としては、国別援助方針の策定関係者や実施関係機

関へのヒアリング調査の結果、年度別現地レベル政策協議の対処方針、要人往来に際する発

言・応答要領、E/N署名等に際する記事資料等を活用した。

「援助政策の実施過程の効率性」については、わが国の援助実施体制及びヨルダン側の援

助受け入れ体制は整備されてきたか、対ヨルダン国別援助方針は、実施機関や他ドナー等と

連携をとりながら効率的に実施されてきたか等について検証した。こうした検証の情報源と

しては、関係機関へのヒアリング調査結果、他ドナーの援助実績等を活用した。

⑶ 結 果

対ヨルダン国別援助方針の有効性及びインパクトを評価した。具体的には、対ヨルダン国

別援助方針の下で実施されたわが国の援助の実績を重点分野毎に明らかにした上で、評価対

象期間中の案件の成果及び主要経済指標の動向を見ながら総体的に検証した。また、ヨルダ

ンの国会議員及び経済諮問委員会メンバーに対するアンケート調査を実施し、わが国援助の



効果があったと認められるかについての検証を試みた。さらに、外部要因による有効性やイ

ンパクトへの影響についても可能な範囲で検証を試みた。

検証のための情報源としては、ヨルダン政府機関の関連統計データ、関係者への聞き取り

調査結果、ヨルダンの国会議員及び経済諮問委員会元メンバーに対するアンケート調査結果

を活用した。

2) 評価調査実施の手順

本評価調査は2003年10月から2004年３月までを調査期間とし、下記1.4の評価者等及び外務

省、独立行政法人国際協力機構（JICA）、国際協力銀行（JBIC）の関係者をメンバーとする検

討会を開催しつつ、以下の手順で進められた。

① 国内調査（評価の枠組み策定、資料収集・分析、国内関係者からの聴取等）

② 現地調査（ヨルダン政府機関、わが国の援助関係機関、他ドナー等からの聴き取り及び

資料・及び指標データの収集・分析等：2003年12月８日～12月18日実施）

③ 国内分析（国内調査及び現地調査の結果とりまとめ・分析、報告書作成等）

3) 評価の制約

本評価における「結果」の検証では、評価の対象となる「対ヨルダン国別援助方針」等の援

助政策の「結果の有効性」を判断するために、同政策が反映されたと仮定する個別案件の実績

及び成果、主要な社会・経済指標の動向を重点分野別、留意点別に可能な限り計測・集計した。

しかしながら、援助政策の策定段階において、重点分野別の成果指標（目標値：ターゲット）

設定を行っていないため、ターゲットへの達成度測定が不可能であった。さらに、各分野にお

けるわが国による具体的援助活動の長期的効果については、投入から効果の発現に至るまでに、

様々な外部要因があり、因果関係の証明が困難であるため、十分な検証ができなかった。

1.4 評価者等

高千穂 安 長 玉川大学経営学部国際経営学科教授（ODA評価有識者会議メンバー）

立 山 良 司 防衛大学校総合安全保障研究科・国際関係学科教授

村 上 雅 博 高知工科大学大学院・工学研究科・基盤工学専攻社会システム工学コース

教授

三 井 久 明 財団法人 国際開発センター主任研究員

シーク 美 実 財団法人 国際開発センター研究員
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ダ
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針
策
定
関
係
者
、
ス
キ
ー
ム
毎
の
案
件

選
定
担
当
者
、
ヨ
ル
ダ
ン
政
府
の
援
助
受
け
入
れ
関

係
機
関
へ
の
聴
き
取
り
及
び
記
録

２
ヨ
ル
ダ
ン
の
援
助
実
施
機
関
に
対
す
る
聴
き
取
り

調
査

３
他
ド
ナ
ー
等
へ
の
聞
き
取
り
、
他
ド
ナ
ー
等
の
援

助
方
針
及
び
実
績
の
確
認

１
外
務
省
、
大
使
館
、

JI
C
A
、
JB
IC
、
ヨ
ル
ダ

ン
の
援
助
実
施
関
係

機
関
、
JE
T
R
O

２
他

ド
ナ

ー
等

（
N
G
O
）、

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

II
I.

結
果

(1
99
6年

前
後
-

20
03
年
３
月
)

対
ヨ
ル
ダ
ン

国
別
援
助
方

針
の
有
効
性

及
び
イ
ン
パ

ク
ト

・
対
ヨ
ル
ダ
ン
国
別
援
助
方
針
の
重
点
分
野
毎

に
関
連
す
る
指
標
に
照
ら
し
て
、
わ
が
国
援

助
の
効
果
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
。

・
対
ヨ
ル
ダ
ン
国
別
援
助
方
針
の
留
意
点
に
示

さ
れ
た
課
題
へ
の
取
組
み（

中
東
和
平
支
援
、

債
務
救
済
支
援
、
女
性
支
援
）
に
お
い
て
成

果
を
上
げ
、
こ
れ
ら
の
留
意
点
は
有
効
で
あ

っ
た
か
。

・
わ
が
国
援
助
の
有
効
性
や
イ
ン
パ
ク
は
外
部

要
因
の
影
響
を
受
け
た
か
。

１
対
ヨ
ル
ダ
ン
国
別
援
助
方
針
の
重
点
分
野
毎
の
わ

が
国
援
助
実
績
及
び
ヨ
ル
ダ
ン
の
マ
ク
ロ
経
済
・
社

会
指
標
数
値
の
推
移

２
対
ヨ
ル
ダ
ン
国
別
援
助
方
針
の
留
意
点
に
示
さ
れ

た
課
題
へ
の
取
組
み
（
中
東
和
平
支
援
、
債
務
救
済

支
援
、
女
性
支
援
）
に
お
け
る
援
助
実
績
、
及
び
関

連
指
標
の
推
移

３
外
部
要
因
（
重
点
分
野
毎
に
お
け
る
ヨ
ル
ダ
ン
政

府
の
開
発
予
算
事
情
、
主
要
ド
ナ
ー
に
よ
る
援
助
実

施
実
績
等
）
に
よ
る
影
響
（
推
定
）

１
ヨ
ル
ダ
ン
政
府
機
関
の
関
連
統
計
デ
ー
タ
（
国
レ

ベ
ル
、
県
レ
ベ
ル
）、
（
ヨ
ル
ダ
ン
実
業
界
等
）
関
係

者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
、
外
務
省
、
他
ド
ナ
ー
の
資

料

２
在
ヨ
ル
ダ
ン
日
本
大
使
館
、
JI
C
A
、
JB
IC
、
ヨ
ル

ダ
ン
政
府
機
関
、
他
ド
ナ
ー
へ
の
聞
き
取
り

３
国
会
議
員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
経
済
諮

問
委
員
会
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

４
ヨ
ル
ダ
ン
実
業
界
へ
の
聴
き
取
り
調
査

１
ヨ
ル
ダ
ン
政
府
機

関
、
外
務
省
、
他
ド
ナ

ー
、
ヨ
ル
ダ
ン
実
業
界

（
有
識
者
、
N
G
O
）

２
在
ヨ
ル
ダ
ン
日
本

大
使
館
、
J
IC
A
、

JB
IC
、
他
ド
ナ
ー

３
国
会
議
員
、
経
済
諮

問
委
員
会
委
員




